
 
 

◆提出予定議案◆ 

◇条例改正 

・特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

に関する条例の一部を改正する条例 

・議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

・町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

・一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

・職員の分限の手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例 

・国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

・水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 

◇令和５年度補正予算 

・一般会計（第５号）     ・国民健康保険特別会計（第２号）    

・介護保険特別会計（第２号）    ・水道事業会計（第２号） 

◆会期日程◆ 

１２月 

５日（火） 午前１０時  

開会 

会期決定 

町長提案理由の説明 

 

 

６日（水） 午前１０時  

一般質問（５人） 

  

 

８日（金） 午前１０時 

質疑・採決 

（条例・補正予算） 

閉会 

 

 

   

くにみ 
議会だより 

 

１２月定例会は、５日に開会 
一般質問は６日に５人が登壇 

 

１２月議会定例会は５日から８日までの日程で、役場庁舎３階議場で開催されます。 

今定例会には、条例改正や補正予算などの１２議案が提出されます。 

 一般質問は６日（水）に行われ、５人の議員が町長に質問をします。 

（詳しくは裏面をご覧ください。） 
 

 
 

 

  

 

 
                       
 

        

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  号 外 
 令和5年11月24日 

 

 



 
 

 
 

※一般質問とは、議員が町の事業状況や方針などについて、報告や説明を求めたり質問したりすることです。  
 

質問順 議  員 質 問 事 項 

１ 宍 戸 武 志 1. 当町の人口減少対策とふくしま田園中枢都市について 

２ 山 崎 健 吉 
1. 通学路及び廃校となった周辺の整備状況について 

2. 来年度(令和 6年度)の予算編成について 

３ 蒲  倉   孝 

1. 藤田駅前ロータリー改善について 

2. 幼稚園の入園、小学校・中学校の入学時費用負担支援

の検討について 

3. バイオ燃料撤去の進捗について 

4. 国見版ＣＩ（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ）策定検討委員会の進捗

について 

5. 観月台文化センター体育館跡地について 

４ 小 林 聖 治 
1. 町職員の健康状況について 

2. 「広報くにみ」の町長コラムについて 

５ 渡 辺 勝 弘 1. 地元企業の動向と今後の企業誘致について 

 

＊＊ 議会を傍聴される皆様へ ＊＊ 

新型感染症等予防のため、本会議を傍聴される際は、次のことにご協力をお願いいたし

ます。なお、感染状況により入場を制限する場合がありますので、ご了承ください。 

１．傍聴席入場時はなるべくマスクの着用をお願いいたします。 

２．発熱など体調がすぐれない場合の傍聴はご遠慮ください。 

議会本会議はインターネットでライブ配信しておりますので 

ぜひご利用ください。  

http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/gikai/ 
 

発行：国見町議会（広報常任委員会） 電話：585-3295 
 
 

 

 

国見町議会中継 
QRコード 

◆一般質問は１２月６日（水）午前１０時からです 
 

http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/gikai/


 

 

 

【議会モニター設置の目的】  

  国見町議会では、議会に対するご意見や、「議会だより」などに対

するご意見などをお聞きし、いただいたご意見を議会運営に反映し 

「町民の皆さんに身近に感じていただける、開かれた議会」をつくる

ことを目的に、議会モニター制度を導入します。  

【議会モニターの役割】  

1、 議会運営の見聞を広げるため、本会議の傍聴等  

2、 議会に関する意見交換等  

【応募資格】  

1、 満18歳以上で、国見町の町民であること  

2、 国又は地方公共団体の常勤公務員でないこと  

【募集人員】  

10名以内  

【任  期】  

  委嘱の日から１年間とし、再任は妨げません  

【報  酬】  

  国見町職員以外の者の費用弁償に関する条例に基づき支給します 

【募集期間】  

  令和５年 11 月 24 日(金)から令和 6 年１月 10 日(水)  

【申し込み方法】  

  応募用紙に所定の項目を記入し議会事務局へ提出下さい（次頁）  

【申し込み・問い合わせ先】  

国見町議会事務局 (国見町役場 3F)  

    〒969-1792 国見町大字藤田字一丁田二  １－７  

    電話：（024）585-3295  FAX：（024）585-2181  

議 会 モ ニ タ ー を 募 集 し ま す 
 



様式（議会モニター関係）    

国見町議会「議会モニター」申込書 

（フリガナ） （                    ） 生年月日    年    月    日   

氏名  年齢 歳 性別 男 ・ 女 

住所 

 〒９６９－ 

 

 

職業 
 

 

連絡先 

※1 

電話（固定）  

電話（携帯）  

※2 

ＦＡＸ  

ＰＣアドレス  

携帯アドレス  

※1・※2は、それぞれ１つ以上お書きください 

議会モニターに 

応募された動機 

 

自 由 意 見  

 

 

 

 

 

 

 

※ 個人情報につきましては、本事業以外の目的に使用しないものとし、国見町議会個人情報保護条例 

（令和 5年 第 14号）により、適正に取り扱います 

令和    年    月   日 提出 

申込送付先 ； 国見町議会事務局 

〒969-1792 伊達郡国見町大字藤田一丁田二 1-7 

電話 ； （024）585-3295  FAX ； （024）585-2181 

メールアドレス ； gikai@town.kunimi.fukushima.jp 


